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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】小型で、かつ可変エネルギーのビームの取出し
が可能な加速器とそれを備えた粒子線治療システムを提
供する。
【解決手段】周波数変調が可能であり、ビームを加速す
る加速高周波を印加する加速高周波印加装置と、加速高
周波とは周波数が異なり、ビームを取出すための取出し
高周波を印加する高周波キッカ７０と、２極以上の極数
の磁場成分を含み、少なくとも４極磁場成分を含む高次
磁場よりなる擾乱磁場領域を形成するピーラ磁場領域４
４、リジェネレータ磁場領域４５と、磁性体のシム、お
よび内周側セプタムコイル導体、外周側セプタムコイル
導体、コイル導体接続部、コイル口出し部を有するセプ
タム電磁石４３と、を備えている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主磁場、および周波数変調した高周波電場によりビームを加速する周回軌道型加速器で
あって、
　周波数変調が可能であり、前記ビームを加速する加速高周波を印加する加速高周波印加
装置と、
　前記加速高周波とは周波数が異なり、ビームを取出すための取出し高周波を印加する取
出し高周波印加装置と、
　２極以上の極数の磁場成分を含み、少なくとも４極磁場成分を含む高次磁場よりなる擾
乱磁場領域を形成する擾乱磁場領域形成部と、
　磁性体のシム、およびセプタムコイルを有するセプタム電磁石と、を備えた
　ことを特徴とする加速器。
【請求項２】
　請求項１に記載の加速器において、
　前記セプタム電磁石は、前記セプタムコイルに両極性通電する両極性電源を更に有して
いる
　ことを特徴とする加速器。
【請求項３】
　請求項２に記載の加速器において、
　前記シムは、前記セプタムコイルよりビーム周回軌道外周側に配置された外周側シムに
より構成される
　ことを特徴とする加速器。
【請求項４】
　請求項２に記載の加速器において、
　前記シムは、前記セプタムコイルよりビーム周回軌道の内周側に配置された内周側シム
、および前記セプタムコイルよりビーム周回軌道の外周側に配置された外周側シムにより
構成される
　ことを特徴とする加速器。
【請求項５】
　請求項４に記載の加速器において、
　前記内周側シムは、前記ビームのうち、最大エネルギーのビームの周回軌道に干渉しな
い楔形の形状である
　ことを特徴とする加速器。
【請求項６】
　請求項４に記載の加速器において、
　前記内周側シムおよび前記外周側シムは、互いに接続されることなく独立して配置され
ている
　ことを特徴とする加速器。
【請求項７】
　請求項４に記載の加速器において、
　前記ビーム周回軌道に対して鉛直方向上方側に配置された上側シム、および前記ビーム
周回軌道に対して鉛直方向下方側に配置された下側シムを更に有し、
　前記内周側シムと前記外周側シムのうち少なくともいずれか一方は前記上側シム、前記
下側シムと接続されている
　ことを特徴とする加速器。
【請求項８】
　請求項１に記載の加速器において、
　前記シムは、積層鋼板コアであり、
　前記セプタムコイルは、１０ターン以下のコイルより構成される
　ことを特徴とする加速器。
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【請求項９】
　請求項１に記載の加速器において、
　加速するビームの入射点が前記加速器の中心より出射側にずれるように前記主磁場によ
り形成される磁場分布を形成し、
　前記擾乱磁場領域形成部を、加速中のビーム周回軌道からは外周側に離れた場所に少な
くとも２箇所以上配置する
　ことを特徴とする加速器。
【請求項１０】
　請求項９に記載の加速器において、
　前記擾乱磁場領域形成部を２箇所配置し、
　一方の擾乱磁場領域形成部は、前記主磁場が径方向外周側に向けて弱まる磁場勾配を有
する第１擾乱磁場領域とし、
　もう一方の擾乱磁場領域形成部は、前記主磁場が径方向外周側に向けて強まる磁場勾配
を有する第２擾乱磁場領域とする
　ことを特徴とする加速器。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の加速器において、
　前記擾乱磁場領域形成部は、磁性体よりなる磁極片、擾乱磁場形成用コイル、前記磁極
片と前記擾乱磁場形成用コイルの双方、のいずれかからなる
　ことを特徴とする加速器。
【請求項１２】
　請求項１に記載の加速器において、
　前記取出し高周波印加装置は、
　　前記加速高周波として、取出したいエネルギーのビームの軌道面内、かつ前記ビーム
の軌道と直交する方向のベータトロン振動振幅を増大させる高周波を印加し、
　　前記取出し高周波の電場振幅、位相、周波数、印加時間のうち少なくともいずれか一
つ以上を制御して、取出されるビームパルスの電荷量、および前記ビームパルスの時間構
造を制御する
　ことを特徴とする加速器。
【請求項１３】
　請求項１に記載の加速器において、
　前記加速高周波印加装置による前記加速高周波の印加タイミング、前記取出し高周波印
加装置による前記取出し高周波の印加タイミングを制御する演算装置を更に備え、
　前記演算装置は、
　　ビームを所望のエネルギーまで加速したのちに前記加速高周波の遮断を開始し、その
後前記取出し高周波の印加を開始し、
　　前記ビームの取出しが始まる前に前記セプタム電磁石の前記セプタムコイルに励磁電
流を通電し、前記取出し高周波の印加を終えた後に前記セプタムコイルの励磁電流を遮断
する
　ことを特徴とする加速器。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の加速器において、
　前記演算装置は、更に、前記取出し高周波の印加開始後、かつ前記ビームが前記擾乱磁
場領域に到達する前に、前記取出し高周波の電場を弱める
　ことを特徴とする加速器。
【請求項１５】
　請求項１乃至１４の何れか１項に記載の加速器と、
　前記加速器から取出された特定エネルギーのビームを照射する照射装置と、を備えた
　ことを特徴とする粒子線治療システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加速器と、それを備えた粒子線治療システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、ビームの周回軌道を挟んで一対に設けられ、周方向に交互に配列され
た複数の凸部と複数の凹部とをそれぞれが有し、凸部同士で挟まれたヒル領域と凹部同士
で挟まれたバレー領域とを周回軌道に沿って形成する一対の磁極と、バレー領域に設けら
れたディー電極と、ディー電極が設けられたバレー領域以外の少なくとも１つのバレー領
域においてビームの周回軌道の径方向における外周側に配置され、ビームを加速させるた
めの高周波電場を発生させる高周波発生部と、を備えるサイクロトロンが記載されている
。
【０００３】
　また、特許文献２には、エネルギーが異なるイオンビームを効率良く出射できる加速器
として、リターンヨークと真空容器を有し、入射用電極が、真空容器の中心軸よりも、リ
ターンヨーク内のビーム出射経路の入口側に配置され、磁極が、リターンヨーク内で入射
用電極の周囲において入射用電極から放射状に配置され、凹部が、リターンヨークの周方
向で磁極と交互に配置され、真空容器内において、入射用電極を中心とする複数のビーム
周回軌道が存在する軌道同心領域、及びこの領域の周囲に、入射用電極から偏心した複数
のビーム周回軌道が存在する軌道偏心領域が形成され、軌道偏心領域では、入射用電極と
ビーム出射経路の入口の間でビーム周回軌道が密になり、入射用電極を基点にしてビーム
出射経路の入口の１８０°反対側でビーム周回軌道相互間の間隔が広くなる加速器が記載
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１６０６１３号公報
【特許文献２】国際公開第２０１６／０９２６２１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　粒子線治療や物理実験などで使用する高エネルギーの原子核ビームは、加速器を用いて
生成される。
【０００６】
　核子当たりの運動エネルギーが２００ＭｅＶ前後のビームを得る加速器には種類がいく
つかある。例えば、上述の特許文献１に記載されたようなサイクロトロンや、シンクロト
ロン、シンクロサイクロトロン、上述の特許文献２に記載されたような可変エネルギー加
速器が挙げられる。
【０００７】
　サイクロトロンおよびシンクロサイクロトロンの特徴は静磁場中を周回するビームを高
周波電場で加速する点である。ビームは、加速されるにつれてその軌道の曲率半径を増し
、外側の軌道に移動し、最高エネルギーまで到達した後に取出される。そのため、取出す
ビームのエネルギーは基本的には固定である。
【０００８】
　シンクロトロンはビームを偏向する電磁石の磁場と加速する高周波電場の周波数を時間
的に変化させることでビームは一定の軌道を周回する。そのため、設計上の最大エネルギ
ーに到達する前にビームを取出すことも可能であり、取出しエネルギーが可変である。
【０００９】
　可変エネルギー加速器は、サイクロトロンと同様に、磁場中を周回するビームを高周波
電場で加速しながらも、ビーム軌道が加速に伴い一方向に偏心していくことが特徴である
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。
【００１０】
　特許文献１に記載のサイクロトロンや特許文献２に記載の可変エネルギー加速器は主磁
場中を周回するビームを高周波電場で加速する類型の加速器である。軌道上の平均磁場を
ビームの相対論的γファクターに比例させることで、周回の時間をエネルギーに依らず一
定としている。この性質を持つ主磁場分布を等時性磁場と呼ぶ。さて、等時性磁場下では
軌道に沿って磁場を変調させることで軌道面内と軌道面に垂直な方向のビーム安定性を確
保している。
【００１１】
　上述の等時性とビームの安定性を両立するために、主磁場分布には極大部（Ｈｉｌｌ）
と極小部（Ｖａｌｌｅｙ）が必要である。この分布のついた非一様な磁場は、主電磁石の
対向する磁極間の距離（ギャップ）をＨｉｌｌ領域では狭く、Ｖａｌｌｅｙ領域では広く
とることで形成することができる。
【００１２】
　しかしながら、Ｈｉｌｌ磁場とＶａｌｌｅｙ磁場との差は、実用上は強磁性体である磁
極材料の飽和磁束密度程度が限界である。すなわち、Ｈｉｌｌ磁場とＶａｌｌｅｙ磁場の
差は２Ｔ程度に制限される。
【００１３】
　一方、等時性磁場を用いる加速器を小型化する場合、主磁場を高めて、ビーム軌道の偏
向半径を小さくすることが必要である。しかし、主磁場と前述のＨｉｌｌ磁場とＶａｌｌ
ｅｙ磁場の差は比例関係にあり、前述の限界が加速器の現実的な大きさを決める要因とな
っている。よって上述した特許文献１に記載されたようなサイクロトロンや特許文献２に
記載されたような可変エネルギー加速器には小型化が困難であるという課題が有った。
【００１４】
　本発明は、小型で、かつ可変エネルギーのビームの取出しが可能な加速器とそれを備え
た粒子線治療システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、上記課題を解決する手段を複数含んでいるが、その一例を挙げるならば、主
磁場、および周波数変調した高周波電場によりビームを加速する加速器であって、周波数
変調が可能であり、前記ビームを加速する加速高周波を印加する加速高周波印加装置と、
前記加速高周波とは周波数が異なり、ビームを取出すための取出し高周波を印加する取出
し高周波印加装置と、２極以上の極数の磁場成分を含み、少なくとも４極磁場成分を含む
高次磁場よりなる擾乱磁場領域を形成する擾乱磁場領域形成部と、磁性体のシム、および
セプタムコイルを有するセプタム電磁石と、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、小型であり、かつ可変エネルギーのビームの取出しが可能な加速器を
提供することができる。上記した以外の課題、構成および効果は、以下の実施例の説明に
より明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施例の円形加速器の外観を示す図である。
【図２】実施例の円形加速器の断面構造を示す図である。
【図３】実施例の円形加速器の軌道面内における各エネルギーのビーム軌道を示す図であ
る。
【図４】実施例の円形加速器が備える高周波キッカの断面構造を示す図である。
【図５】図４に示す矢印Ｂから見たときの高周波キッカの鳥瞰図である。
【図６】図２のＡ－Ａ’線上における断面の一例を示す図である。
【図７】図６の直線ｒ上における磁場分布図である。
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【図８】図２のＡ－Ａ’線上における断面の他の一例を示す図である。
【図９】実施例の円形加速器が備えるセプタム電磁石の断面構造を示す図である。
【図１０】実施例の円形加速器が備えるセプタム電磁石を構成するセプタムコイルの励磁
電流と取出しビームエネルギーとの関係を示すグラフである。
【図１１】図２のＡ－Ａ’線上における断面の他の一例を示す図である。
【図１２】図２のＡ－Ａ’線上における断面他の一例を示す図である。
【図１３】実施例の円形加速器の運転パターンを示す図である。
【図１４】実施例の円形加速器における加速高周波電源、高周波キッカ電源およびセプタ
ムコイル励磁電源の制御系ブロック図である。
【図１５】本発明の実施例の粒子線治療システムの全体構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を用いて本発明の加速器、およびそれを備えた粒子線治療システムの実施例
を説明する。尚、下記はあくまでも実施例に過ぎず、発明の内容を下記具体的態様に限定
する趣旨ではない。発明自体は、下記実施例以外にも種々の形態に変形させることが可能
である。
【００１９】
　最初に、本発明の好適な一実施例の円形加速器の構造について図１乃至図１４を用いて
説明する。
【００２０】
　本実施例の円形加速器３９は、一定強度の主磁場２（図９参照）中を時間的に周波数変
調した高周波電場によって陽子を加速するものであり、その取出しビームのエネルギーは
、７０［ＭｅＶ］－２３５［ＭｅＶ］と可変となっている。
【００２１】
　なお、加速する粒子は陽子に限られず、炭素やヘリウム等の重粒子イオンや電子を加速
することができる。
【００２２】
　円形加速器３９の外観を図１に、断面構成を図２に示す。
【００２３】
　図１に示すように、円形加速器３９は、上下に分割可能な主電磁石４０によってその外
殻が形成されており、ビーム加速領域となる内部側は真空引きされている。
【００２４】
　円形加速器３９の外周部側には、入力カプラ２０と、回転コンデンサ３０とが設けられ
ている。円形加速器３９は、この回転コンデンサ３０を用いて、高周波加速電圧を周波数
変調する。
【００２５】
　主電磁石４０の上部にはイオン源５３が設置されており、低エネルギービーム輸送系５
４を通してビームが円形加速器３９内部に入射される。イオン源５３としては、マイクロ
波イオン源やＥＣＲイオン源などを適用できる。なお、イオン源は、主電磁石４０内部の
真空引きされたビーム加速領域内部に配置しても良く、その場合はＰＩＧ型イオン源など
が適用できる。
【００２６】
　主電磁石４０は、主磁極３８（図６等参照）、リターンヨーク４１、主コイル４２等か
ら構成される。
【００２７】
　リターンヨーク４１には貫通口が複数あり、そのうち加速されたビームを取出すビーム
用貫通口４６、内部のコイル導体を外部に引き出すためのコイル用貫通口４８、真空引き
用貫通口４９、高周波加速空胴のための高周波系用貫通口５０が上下の主電磁石４０の接
続面上に設けられている。
【００２８】
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　高周波加速空胴はλ／２共振型空胴であり、ディー電極１２、ダミーディー電極１３、
外導体１５、入力カプラ２０、回転コンデンサ３０などより成る。
【００２９】
　回転コンデンサ３０は、高周波加速空胴の共振周波数を変調するための機器であり、内
導体１４に連なる固定電極３２、外導体１５に連なる回転電極３３、モータ３１等を有し
ている。回転コンデンサ３０をモータ３１にて駆動することで固定電極３２と回転電極３
３の対向部面積が変わるために静電容量が変化し、高周波加速空胴の共振周波数を変える
ことができる。これにより、周波数変調された加速電圧をディー電極１２とダミーディー
電極１３との間の加速間隙１１に発生させることでビームを加速する加速高周波を生成す
る。
【００３０】
　図２に示した加速間隙１１の形状は、ハーモニクス数１の場合を示しており、ビームの
軌道形状に応じて形成される。また、回転電極３３あるいは固定電極３２の先端形状を変
化させることで、ビーム加速に適した共振周波数の変調パターンが得られる。
【００３１】
　図２に示すように、円形加速器３９の内部には、円環状の主コイル４２がリターンヨー
ク４１の内壁に沿って設置されている。主コイル４２は、コイル周囲にクライオスタット
を設置して超伝導コイルとするが、常伝導コイルも用いることができる。主コイル４２の
内側には主磁極３８が設置されており、主磁極３８の表面に設置されるトリムコイル（図
示省略）と共にビーム周回や取出しに適した磁場分布を形成する。
【００３２】
　加速するビームの入射点５２は、円形加速器３９の中心付近に配置することもできるが
、本実施例では、入射点５２を円形加速器３９の中心より出射側にずらし、ビーム軌道を
コイル用貫通口４８側に偏心させた場合の構成を示している。
【００３３】
　このような偏芯軌道の実現方法を説明する。
【００３４】
　各エネルギーの軌道を図３に示す。図３では周回軌道は最大エネルギー２３５［ＭｅＶ
］から磁気剛性率０．０４［Ｔｍ］おきに５０種類のエネルギーの軌道を実線で示してい
る。点線は各軌道の同一の周回位相を結んだ線であり、等周回位相線と呼ぶ。等周回位相
線は集約領域から周回位相π／２０ごとにプロットしている。
【００３５】
　ディー電極１２とそれに対向するダミーディー電極１３との間に形成される加速間隙１
１は、等周回位相線に沿って設置する。
【００３６】
　図３において、低エネルギー領域ではサイクロトロンと同様にイオンの入射点５２付近
を中心とする軌道をとなる。
【００３７】
　より加速されると、高エネルギーの軌道は取出しに用いるセプタム電磁石４３の付近で
密に集まっており、逆に内導体１４が設置されている付近では各軌道が互いに離れた位置
関係にある。この軌道が密に集まっている点を集約領域、離散した領域を離散領域と呼ぶ
こととする。このような軌道配置とし、集約領域付近からビームを取り出すことで、ビー
ムを取り出す際に必要なビームキック量を少なくできるため、エネルギー可変のビーム取
出しを容易に行うことができる。
【００３８】
　上記のような軌道構成と軌道周辺での安定な振動を生じさせるために、本実施例の円形
加速器３９においては設計軌道の半径方向外周側に行くにつれて磁場の値が小さくなる主
磁場分布を用いている。また、設計軌道に沿って磁場は一定である。よって、設計軌道は
円形となり、ビームエネルギーが高まるにつれその軌道半径・周回時間は増大する。
【００３９】
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　本実施例の円形加速器３９の設計軌道について式（１）に基づき以下説明する。
【００４０】
【数１】

【００４１】
　ここで、ρは設計軌道の偏向半径、Ｂは磁場強度、δＢ／δｒは半径方向の磁場勾配を
表す。
【００４２】
　式（１）にて定義される規格化された磁場勾配ｎが０より大かつ１未満となるようにす
ることで、設計軌道から半径方向に微小にずれた粒子は設計軌道に戻すような復元力を受
けると同時に軌道面に対して鉛直な方向にずれた粒子も軌道面に戻す方向に主磁場２から
復元力を受ける。
【００４３】
　すなわち、ビームのエネルギーに対して適切に磁場を小さくしていけば、常に設計軌道
からずれた粒子は設計軌道に戻そうとする向きに復元力が働き、設計軌道の近傍を振動す
る。これにより、安定にビームを周回・加速させることが可能である。また、全エネルギ
ーのビームで、軌道面内に平行な方向のベータトロン振動数（水平チューン）は１より小
さく、かつ１に近い値に設定される。
【００４４】
　上述の主磁場分布は、前述の通り、主コイル４２およびトリムコイルに所定の励磁電流
を流すことにより励起される。主磁極３８の形状は軌道面に対して対称な形状であり、軌
道面上においては軌道面に垂直な方向の磁場成分のみを持つ。
【００４５】
　本実施例の円形加速器３９は、主磁場２が弱収束磁場である。このため、等時性磁場の
ＡＶＦ（Ａｚｉｍｕｔｈａｌｌｙ　Ｖａｒｉｎｇ　Ｆｉｅｌｄ）サイクロトロンにおける
Ｈｉｌｌ磁場およびＶａｌｌｅｙ磁場に由来する制約を受けることなく主磁場２を高める
ことができるので、ビーム軌道の偏向半径を小さくすることが可能である。
【００４６】
　なお、ＡＶＦサイクロトロンとは、磁場の強さを半径が大きくなるほど強くすることに
より、粒子の周回軌道長を短くし、回転周期を短縮する方法により加速粒子の回転周波数
と加速周波数を同期させる方式のサイクロトロンである。
【００４７】
　次にビームの取出し方法につき説明する。本実施例の円形加速器３９では、ビームの取
出しには、高周波キッカ７０、ピーラ磁場領域４４、リジェネレータ磁場領域４５、セプ
タム電磁石４３、上流側コイル３４、下流側コイル３５および高エネルギービーム輸送系
４７を用いる。
【００４８】
　高周波キッカ７０の断面構成を図４に示す。また、図４中Ｂの方向より高周波キッカ７
０を見た鳥瞰図を図５に示す。
【００４９】
　高周波キッカ７０は、ビームを取出すための取出し高周波を印加する装置であり、接地
電極７１と高圧電極７２等を備えている。取出し高周波は、加速高周波とは周波数が異な
る。
【００５０】
　図４に示すように、接地電極７１と高圧電極７２とは、最大出射エネルギー軌道８０や
最小出射エネルギー軌道８１を挟むように対向して設置されており、かつ軌道面内で軌道
と直交する方向に高周波電場が作用するように形状が定められている。
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【００５１】
　また、図４および図５に示すように、接地電極７１には金属製の突起部７３が取り付け
られており、接地電極７１と高圧電極７２との間に生じる高周波電場の集中を高めるよう
に構成されている。
【００５２】
　高周波電圧が印加される高圧電極７２は接地電極７１に対して絶縁支持する。絶縁支持
の方法は特に限定されず、絶縁支持体（図示省略）等によって支持する方法が考えられる
。また、接地電極７１と高圧電極７２は、高周波通電による発熱に対する冷却機構（図示
省略）を有する。
【００５３】
　接地電極７１、高圧電極７２は、共にビームが通過する軌道面付近に通過口７１Ａ、７
２Ａをそれぞれ有している。これら通過口７１Ａ、７２Ａは、ビームの軌道面に対し垂直
な方向のベータトロン振動による拡がりを考慮してビーム衝突が起きない程度の広さとす
る。
【００５４】
　なお、本実施例の高周波キッカ７０は、図４に示すようにビームの入口側や出口側の端
面が開いた形状であるが、ビーム通過口７１Ａを除いて端面を接地電極７１で閉塞し、空
胴共振器構造とすることもできる。
【００５５】
　高周波キッカ７０は、最小出射エネルギー軌道８１と最大出射エネルギー軌道８０との
双方に電場が作用するよう配置すればよい。ただし、好適には図２に示すようにビーム出
射経路入口８２の近辺に配置することが望ましい。
【００５６】
　図２に戻り、ピーラ磁場領域４４やリジェネレータ磁場領域４５は、ビームに作用する
多重極磁場（擾乱磁場）が存在する領域である。この多重極磁場は２極以上の極数の磁場
成分を含み、少なくとも４極磁場成分を含む高次磁場よりなる。なお、４極以上の多極磁
場、あるいは２極磁場が含まれていてもよい。
【００５７】
　ピーラ磁場領域４４は、径方向外周側に向かって主磁場２を弱める方向の磁場勾配とな
っている。これに対し、リジェネレータ磁場領域４５は、逆に径方向外周側に向かって主
磁場２を強める方向の磁場勾配となっている。なお、ピーラ磁場領域４４としては、磁極
端部の主磁場２が減少する領域を利用することもできる。
【００５８】
　ピーラ磁場領域４４と、リジェネレータ磁場領域４５は、最大出射エネルギー軌道８０
の外周側に、ビーム出射経路入口８２を挟んである方位角領域にそれぞれ配置する。ただ
し、ビーム進行方向に対して上流側にピーラ磁場領域４４を、下流側にリジェネレータ磁
場領域４５を配置する。
【００５９】
　ピーラ磁場領域４４およびリジェネレータ磁場領域４５には、磁性体製の複数の磁極片
かコイル、あるいはその両者を非磁性材にて主磁極３８に対して固定配置することで形成
する。
【００６０】
　磁極片とコイルを併用する場合は、磁極片を配置するピーラ磁場領域４４とリジェネレ
ータ磁場領域４５とは異なる空間にコイルを配置してもよい。図２は、そのような配置の
例を示している。つまり、磁極片をそれぞれピーラ磁場領域４４やリジェネレータ磁場領
域４５の中やその周囲に配置する。例えば、上流側コイル３４と下流側コイル３５を図２
に示すように配置する。
【００６１】
　いずれの場所に配置するにしても、上流側コイル３４は主磁場２を弱める向きの磁場を
発生させ、下流側コイル３５は主磁場２を強める向きの磁場を発生させることに変わりは
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ない。
【００６２】
　図２のＡ－Ａ’矢視図である図６に、上流側コイルや下流側コイルを用いない場合のリ
ジェネレータ磁場領域４５の磁極片配置例を示す。また、図７に図６の直線ｒ上における
磁場分布図を示す。
【００６３】
　図６に示すように、磁極片としては、リジェネレータ磁場領域４５に磁場勾配を発生さ
せる磁場勾配用シム３６と、磁場勾配用シム３６が最大出射エネルギー軌道８０の内周側
に発生させる不要な漏洩磁場を打ち消すための磁場補正用シム３７を用いる。図６中ｒ軸
上の主磁場２は、図７に示すような分布となり、最大出射エネルギー軌道までビームは安
定に周回する。
【００６４】
　また、図８に上流側コイルや下流側コイルを用いる場合を示す。この図８に示すように
、リジェネレータ磁場領域４５内に下流側コイル３５を配置する場合は、磁極片である磁
場勾配用シム３６の周囲に下流側コイル３５を巻回する。なお、ピーラ磁場領域４４につ
いては、磁場勾配用シム（図示省略）の周囲に上流側コイル３４を巻回する。
【００６５】
　セプタム電磁石４３は、図９に示すように、磁性体の内周側シム３と、磁性体の外周側
シム４と、両極性通電するセプタムコイルと、両極性電源１０を備えている。セプタムコ
イルは、内周側セプタムコイル導体５と外周側セプタムコイル導体６およびコイル導体接
続部７およびコイル口出し部８で構成される。
【００６６】
　セプタム電磁石４３は、ビーム出射経路入口８２の下流側に配置される。図９は巻き数
１ターンでセプタムコイルを構成した場合を示している。つまり、内周側セプタムコイル
導体５と外周側セプタムコイル導体６とが、コイル導体接続部７によって電気的に接続さ
れ、コイル口出し部８でコイル励磁のための両極性電源１０と電気的に接続されている。
【００６７】
　なお、コイル導体接続部７とコイル口出し部８とは逆に設けられていてもよく、ビーム
出射経路入口８２に近い側にコイル口出し部８を設けてコイル導体接続部７をその反対側
に設けてもよい。更には、図８に示すようにコイル口出し部８は内周側セプタムコイル導
体５や外周側セプタムコイル導体６の端部に設ける必要はなく、内周側セプタムコイル導
体５や外周側セプタムコイル導体６の一部を削ってビーム取出し方向の中間部分に設けて
もよい。
【００６８】
　両極性電源１０によってセプタムコイルに励磁電流を流すことで、セプタム電磁石４３
内部に２極磁場を形成することができる。内周側セプタムコイル導体５、外周側セプタム
コイル導体６、コイル導体接続部７およびコイル口出し部８は、それぞれ発熱に対する冷
却手段を有すると共に、励磁電流による電磁応力による変形が許容範囲内となるようサポ
ート（図示省略）によって支持する。
【００６９】
　内周側シム３および外周側シム４は、磁性体性であって、例えば積層鋼板からなる。
【００７０】
　内周側シム３は、図９に示すように、ビームがビーム出射経路入口８２に到達する直前
であるラスト１ターンの軌道１と干渉しないように楔形をしている。外周側シム４は、ビ
ームの通過領域を挟んで内周側シム３と対向するように設置されていればよく、その形状
は特に限定されない。
【００７１】
　ここで、取出しエネルギー帯のうち、最大出射エネルギーのＢρ積をＢρｍａｘ、最小
出射エネルギーのＢρ積をＢρｍｉｎとし、（Ｂρｍａｘ＋Ｂρｍｉｎ）／２と等しいＢ
ρ積に相当するビームエネルギーを中間エネルギーと定義する。そして、内周側シム３お
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よび外周側シム４のみで、中間エネルギーのビームが取出される磁場となるよう、それぞ
れのシムの厚みや形状を設定する。
【００７２】
　このように設計したセプタム電磁石４３において、中間エネルギーと異なるエネルギー
のビームを取出す場合は、セプタムコイルに適切な励磁電流を通電する。図１０にセプタ
ムコイルの励磁電流と取出しビームエネルギーの関係を示す。
【００７３】
　図１０に示すように、中間エネルギーよりも低いエネルギーのビームを取出す場合は、
高いエネルギーのビームを取出す場合と逆極性の励磁電流をセプタムコイルに流すことで
対応する。
【００７４】
　本実施例の円形加速器３９はパルス出射であるから、セプタムコイルの励磁電源である
両極性電源１０は、直流励磁ではなくパルス励磁として電源の消費電力を低減することも
できる。この場合はセプタムコイルの巻き数は、インダクタンスを抑制するために、１０
ターン以下であることが望ましい。
【００７５】
　なお、両極性電源１０の換わりに単極性の電源を用いることができる。この場合、図１
０に示すように、内周側シム３や外周側シム４の厚さは、内周側シム３および外周側シム
４のみで最大エネルギーのビームが取出される磁場となるよう、それぞれのシムの厚みや
形状を設定することが望ましい。その上で、最大エネルギー以外のビームは、セプタムコ
イルに対して通電することで取り出すことが望ましい。
【００７６】
　図９のＡ－Ａ’矢視断面（図２のＡ－Ａ’矢視断面と同じ）を図６、図８、図１１、図
１２に示す。
【００７７】
　図６や図８に示すように、内周側シム３と外周側シム４とは、互いに接続することなく
独立して置くことができる。
【００７８】
　また、図１１に示すように、内周側シム３と外周側シム４とを、ビームの軌道面に対し
て鉛直方向上方側に配置された上側シム１００により上面側で接続するとともに、ビーム
の軌道面に対して鉛直方向下方側に配置された下側シム１０１により下面側で接続した構
造のセプタム電磁石４３Ａを用いることができる。
【００７９】
　さらに、図１２に示すように、ビーム軌道との干渉を避けるために、内周側シム３を省
略した構造のセプタム電磁石４３Ｂを用いることもできる。なお、図１２では上側シム１
００や下側シム１０１を配置する場合について示しているが、図６等のように上側シム１
００や下側シム１０１を適宜省略することも可能である。
【００８０】
　また、軌道面付近で内周側シム３を分割し、ビーム軌道と干渉することをより確実に抑
制する構造とすることができる。内周側シム３を分割構造とする場合においても、磁性体
からなるシムを上側シム１００や下側シム１０１と同様の位置に適宜配置することができ
る。
【００８１】
　次に、図１３を用いてビームの取出し手順について説明する。
【００８２】
　１加速周期は、加速高周波の立ち上げ、すなわち高周波加速空胴の共振周波数ｆｃａｖ

がある所定値になったタイミングで加速電圧Ｖａｃｃの印加を開始する時点より始まる。
【００８３】
　Ｖａｃｃが立ち上がった後に、ビームがイオン源５３から主磁極３８内部の真空空間に
入射され、時間ｔ１経過後にビームの高周波捕獲が終了する。
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【００８４】
　捕獲されたビームが加速されて所望の取出しエネルギーに達したら、加速高周波の遮断
の制御信号を出す。
【００８５】
　それから時間ｔ２が経過すると加速高周波がＯＦＦ状態となる。それと同時に、高周波
キッカ７０に対して高周波電圧Ｖｅｘｔの印加を開始する。高周波キッカ７０が共振器構
造でなく、静電容量が適切な値となるように設計されていれば、高周波キッカ７０の高周
波電圧は数μｓ以下の応答で素早く立ち上がる。
【００８６】
　取出し用の高周波電圧Ｖｅｘｔの周波数ｆｅｘｔは、周回しているビームの水平方向チ
ューンνｒの小数部Δνｒと、周回周波数ｆｒｅｖとの積Δνｒ×ｆｒｅｖと等しくなる
ようにしておく。その結果として、水平方向ベータトロン振動の振幅は持続的に増大し続
ける。
【００８７】
　なお、接地電極７１と高圧電極７２とは、軌道面内で軌道と直交する方向（水平方向）
に高周波電場が作用するように形状が定められているため、この高周波電場によりビーム
がキックされることで、水平方向のベータトロン振動の振幅を効率的に増大させることが
できる。ただし、高周波キッカ７０のみでは、ビームを取り出すのに十分なターンセパレ
ーションを得ることはできない。そこで、ピーラ磁場領域４４とリジェネレータ磁場領域
４５が必要となる。
【００８８】
　ビームは、高周波キッカ７０の作用で、やがてピーラ磁場領域４４とリジェネレータ磁
場領域４５に到達する。ビームは、ピーラ磁場領域４４を通過すると外周側にキックされ
、またリジェネレータ磁場領域４５を通過すると逆に内周側にキックされる。このとき、
水平チューン≒１であり、ピーラ磁場領域４４およびリジェネレータ磁場領域４５は共に
径方向に適切な磁場勾配を有するので、複数回ビームが周回するうちに、キック量が次第
に増えていき、ターンセパレーションが増大する。つまり、２νｒ＝２のベータトロン振
動の共鳴条件を利用することで、ターンセパレーションを指数関数的に増大させることが
できる。
【００８９】
　ビーム出射経路入口８２にはセプタム電磁石４３を設置しているため、やがて内周側シ
ム３と内周側セプタムコイル導体５を合計した厚みを大きく超えるターンセパレーション
が得られるようになると、ビームはセプタム電磁石４３内部へと導かれる。
【００９０】
　このとき、セプタムコイルの励磁電流がビームエネルギーに応じた適切な値であれば、
ビームは十分な偏向を受けて、後段の高エネルギービーム輸送系４７へ導かれ、ビーム出
射が開始される。図１３には、セプタムコイルをパルス励磁した場合の例を記載している
。
【００９１】
　ビームの取出しが始まる前にセプタム電磁石４３の励磁電流の通電を開始する。取出し
高周波の印加を終えた後は、ビームの取出しを行わないため、セプタムコイルの励磁電流
を遮断することが望ましいが、次のビーム取出しまでの時間間隔が短い場合は、セプタム
コイルの励磁を継続してもよい。
【００９２】
　なお、図１３に示したように、高周波キッカ７０へ高周波電圧印加を開始した直後は、
可能な限り大きな高周波電圧（Ｖｅｘｔ）を印加しておき、ビームがピーラ磁場領域４４
とリジェネレータ磁場領域４５に到達する直前にＶｅｘｔの振幅を低下させることができ
る。これにより、ビーム出射開始までの時間を短縮でき、線量率を向上できる。
【００９３】
　ビームがピーラ磁場領域４４とリジェネレータ磁場領域４５に到達したとき以降にＶｅ
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ｘｔの振幅を制御することで、ビーム出射電流を調整することができる。つまり、Ｖｅｘ

ｔの振幅が大きくなるほど、ビーム出射電流も大きくなる。また、Ｖｅｘｔの印加を任意
のタイミングで停止することでビーム出射を停めることができる。従って、スキャニング
照射で要求されるスポット線量を１回の出射パルスビームで過不足なく照射することがで
き、線量率が向上する。
【００９４】
　また、Ｖｅｘｔの振幅を制御するかわりに、Ｖｅｘｔの周波数をスイープするか位相を
変えることの何れか一つ以上の制御によっても、ビーム出射電流を調整することができる
。
【００９５】
　また、出射後に加速器内に周回電荷が残存していれば、Ｖｅｘｔを再び印加することで
ビーム出射を再開できるため、次のスポット照射に用いることができる。このため、イオ
ン源５３より入射された電荷を無駄なく使用でき、線量率がさらに向上する。なお、加速
器内に残存する周回電荷量があるレベル以下となると１加速周期が終了する。このような
加速周期を繰り返すことで、ビームを取り出す。
【００９６】
　以上の取出し方法を実現する高周波電源と制御系のブロック図を図１４に示す。図１４
は加速高周波電源２５、高周波キッカ電源８６とのいずれも三極管２４Ａ、２４Ｂを用い
た場合の構成であるが、そのほかに四極管や半導体増幅器を用いることができる。
【００９７】
　ビームの加速系統として、入力カプラ２０と、ピックアップループ２１と、カソード抵
抗２２、プレートＤＣ電源２３、および三極管２４Ａを有する加速高周波電源２５と、回
転コンデンサ３０と、角度検出機構９０と、ディー電極１２と、外導体１５とを用いる。
【００９８】
　加速高周波電源２５は自励発振式とし、ピックアップループ２１にて加速高周波の一部
をカソード回路に帰還させる方式とする。高周波加速電圧は、プレートＤＣ電源２３の出
力電圧を高速に変調することで制御する。カソードバイアス電位は、図１４に示したよう
にカソード抵抗２２でプレート電位を分圧する形で与えるか、あるいはカソード電源を用
いて与える構成としている。なお、加速高周波電源２５を他励発振式とし、ピックアップ
ループ２１を省略して、プレプログラミング式の原発振器出力を前段増幅したものを三極
管２４Ａの入力としてもよい。
【００９９】
　ビームの取出し系統には、両極性電源１０と、セプタム電磁石４３と、上流側コイル３
４と、下流側コイル３５と、上流側コイル電源８７と、下流側コイル電源８８と、三極管
２４Ｂと、プレートＤＣ電源２６と、グリッドバイアス電源８９と、原発振器９２と、ス
イッチ９３、と前段増幅器９４と、高周波キッカ電源８６と、高周波キッカ７０とを用い
る。
【０１００】
　原発振器９２は、高周波キッカ７０用に、ある周波数帯域の信号を生成する。その信号
には、ビームのチューンスプレッド分と、高周波キッカ７０への高周波電圧Ｖｅｘｔ印加
中に水平方向チューンが変動することを考慮し、必要な周波数帯成分が含まれるものとす
る。この信号はスイッチ９３を経て前段増幅器９４にて増幅される。増幅後は、三極管２
４Ｂで更に増幅され、高周波キッカ７０に供給される。高周波キッカ７０の高周波電圧Ｖ

ｅｘｔの振幅は、前段増幅器９４の利得を変えるか、あるいはプレートＤＣ電源２６の出
力電圧を高速に変調することで制御する。
【０１０１】
　加速系統における加速高周波ｆｃａｖの印加タイミングや、ビーム取出し系統における
取出し高周波ｆｅｘｔの印加タイミングなどを制御するのが演算装置９１である。
【０１０２】
　演算装置９１は、回転コンデンサ３０の角度検出機構９０か、あるいは加速高周波のピ
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ックアップ信号から検出する加速高周波ｆｃａｖの周波数変調パターンや、制御装置１９
１（図１５参照）からの各スポット照射許可や各スポットへの要求線量の情報の入力を受
けて、加速高周波電源２５に対して加速高周波ｆｃａｖのＯＮ／ＯＦＦタイミングと電圧
振幅の指令信号を出力する。
【０１０３】
　また、演算装置９１は、上記情報の入力に基づいて、セプタム電磁石４３のＯＮ／ＯＦ
Ｆタイミングと励磁電流の指令信号を両極性電源１０に対して出力する。
【０１０４】
　更に、演算装置９１は、高周波キッカ７０のＯＮ／ＯＦＦタイミングと電圧Ｖｅｘｔの

振幅の指令信号を高周波キッカ電源８６に対して出力する。
【０１０５】
　また、演算装置９１は、下流側コイル電源８８へ、すなわち下流側コイル３５に対して
ｏｎ／ｏｆｆタイミングや励磁電流の指令信号を、上流側コイル電源８７へ、すなわち上
流側コイル３４に対してｏｎ／ｏｆｆタイミングや励磁電流の指令信号を出力する。
【０１０６】
　また、すべての出射エネルギー帯のビームに対し、加速器内部に残存する周回電荷量を
静電的あるいは磁気的に計測するビームモニタ９５をビーム軌道上の何れか任意の箇所に
設置する。そして、周回電荷量があるレベル以下に減少したら、演算装置９１は再度、加
速電圧の印加を開始し、捕獲・加速・取出しのプロセスを繰り返す。
【０１０７】
　次に、上述した本実施例の円形加速器３９を粒子線治療などに用いる粒子線治療システ
ムに適用した場合の全体構成について図１５を用いて説明する。図１５は本実施例の粒子
線治療システムの全体構成を示す図である。
【０１０８】
　図１５において、粒子線治療システム３００は、円形加速器３９、高エネルギービーム
輸送系４７、回転ガントリ１９０、照射装置１９２、治療台２０１、および制御装置１９
１を備えている。
【０１０９】
　円形加速器３９から出射された特定エネルギーのイオンビームは、高エネルギービーム
輸送系４７および回転ガントリ１９０により照射装置１９２まで輸送される。輸送された
特定エネルギーのイオンビームは照射装置１９２で患部形状に合致するように整形され、
治療台２０１に横になった患者２００の患部標的に対して所定量照射される。
【０１１０】
　これら円形加速器３９、高エネルギービーム輸送系４７、回転ガントリ１９０、照射装
置１９２、治療台２０１の動作は制御装置１９１によって実行される。
【０１１１】
　制御装置１９１はコンピュータ等で構成されている。これらを構成するコンピュータは
、ＣＰＵやメモリ、インターフェース等を備えており、各機器の動作の制御や後述する各
種演算処理等が様々なプログラムに基づいて実行される。これらのプログラムは各構成内
の内部記録媒体や外部記録媒体、データサーバに格納されており、ＣＰＵによって読み出
され、実行される。
【０１１２】
　なお、動作の制御処理は、１つのプログラムにまとめられていても、それぞれが複数の
プログラムに別れていてもよく、それらの組み合わせでもよい。また、プログラムの一部
または全ては専用ハードウェアで実現してもよく、モジュール化されていても良い。更に
は、各種プログラムは、プログラム配布サーバや内部記憶媒体や外部記録媒体から各装置
にインストールされてもよい。
【０１１３】
　このとき、本発明の円形加速器３９は、上述の通り、小型化が可能であり、かつビーム
ロスが低減されるため、線量率が向上して照射時間が短くなり、患者スループットを増加



(15) JP 2020-38797 A 2020.3.12

10

20

30

40

50

させることができる。
【０１１４】
　なお、円形加速器３９から照射装置１９２に直接ビームを取出すことができる。また、
照射装置１９２を複数設けることができる。更に、照射装置１９２は回転することなく固
定されていてもよい。また、照射装置１９２で用いられる照射方法についても特に限定さ
れず、ビームを走査するスキャニング方式や散乱体を用いるワブラ―方式のいずれでも良
い。
【０１１５】
　次に、本実施例の効果について説明する。
【０１１６】
　上述した本実施例の粒子線治療システム３００は、主磁場２、および周波数変調した高
周波電場によりビームを加速する円形加速器３９と、円形加速器３９から取出された特定
エネルギーのビームを照射する照射装置１９２と、を備えている。このうち円形加速器３
９は、周波数変調が可能であり、ビームを加速する加速高周波を印加する加速高周波印加
装置と、加速高周波とは周波数が異なり、ビームを取出すための取出し高周波を印加する
高周波キッカ７０と、２極以上の極数の磁場成分を含み、少なくとも４極磁場成分を含む
高次磁場よりなる擾乱磁場領域を形成するピーラ磁場領域４４、リジェネレータ磁場領域
４５と、磁性体のシム、および内周側セプタムコイル導体５、外周側セプタムコイル導体
６を有するセプタム電磁石４３、あるいは４３Ａ、あるいは４３Ｂと、を備えている。
【０１１７】
　以上のような構成とすることで、主磁場２を高めて小型化を図る円形の加速器において
、小型で、かつ可変エネルギーのビーム取出しを可能とすることができる。また、散乱体
を用いることなくエネルギー可変ビームを取出せるので、取出し時に失われるビーム電流
値を最小限に留めることができ、高い照射線量率を実現することができる。更に、電気的
に取出しエネルギーを変更できるため、散乱体を機械的に移動する方式よりもエネルギー
切替えに要する時間が短い、という利点も有する。
【０１１８】
　このような円形加速器３９は、粒子線治療システムの患者スループットを向上させるこ
とに大きく寄与する。
【０１１９】
　また、セプタム電磁石４３、４３Ａ、４３Ｂは、セプタムコイルに両極性通電する両極
性電源１０を更に有しているため、両極性通電しない場合と比較して、励磁電流振幅をお
およそ半分にすることができ、セプタムコイルの熱負荷を１／４程度までに低減すること
ができる。従って、セプタム電磁石４３の構造を簡易化することができるため、小型化お
よび低コスト化を図ることができる。
【０１２０】
　更に、シムは、外周側セプタムコイル導体６よりビーム周回軌道外周側に配置された外
周側シム４により構成されることで、セプタムコイルが発生すべき磁場を低減することが
でき、セプタムコイルの熱負荷および電磁応力を抑制することができる。
【０１２１】
　また、シムは、内周側セプタムコイル導体５よりビーム周回軌道内周側に配置された内
周側シム３、および外周側セプタムコイル導体６よりビーム周回軌道外周側に配置された
外周側シム４により構成されることによっても、セプタムコイルが発生すべき磁場を低減
することができ、セプタムコイルの熱負荷および電磁応力を抑制することができる。
【０１２２】
　更に、内周側シム３は、ビームの周回軌道に干渉しない楔形の形状であることで、円形
加速器３９内でのビーム損失を抑制し、より高い照射線量率を実現することができる。
【０１２３】
　また、内周側シム３および外周側シム４は、互いに接続されることなく独立して配置さ
れていることにより、簡易な構造でセプタム電磁石４３を構成することができ、更なる小
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型化や低コスト化を図ることができる。
【０１２４】
　更に、ビームの軌道面に対して鉛直方向上方側に配置された上側シム１００、およびビ
ームの軌道面に対して鉛直方向下方側に配置された下側シム１０１を更に有し、内周側シ
ム３と外周側シム４のうち少なくともいずれか一方は上側シム１００および下側シム１０
１と接続されていることで、セプタム電磁石４３Ａ、４３Ｂによって生成する高エネルギ
ービーム輸送系４７にビームを導くための磁場が主電磁石４０によって形成される主磁場
２の端部漏れ磁場をより効率的に遮蔽することができ、セプタムコイルの励磁電流を低減
することができる。
【０１２５】
　また、シムは、積層鋼板コアであり、内周側セプタムコイル導体５、外周側セプタムコ
イル導体６よりなるコイル巻き線を１０ターン以下で構成することにより、パルス励磁が
可能となり、励磁電源の消費電力を抑制できる。
【０１２６】
　更に、ビームの入射点５２が、円形加速器３９の中心より出射側にずれるように主磁場
２の分布を形成することで、ビーム出射経路入口８２に近い側にビーム周回軌道が密にな
る集約領域を形成することができる。このため、可変エネルギーのビーム出射をする際に
要求される高周波キッカ７０のビームキック量は、ビームの入射点５２を円形加速器３９
の中心に置き、この中心に対し同心円軌道となるよう主磁場分布を形成した場合に比べて
小さくなるため、高周波キッカに要求される高周波電力を低く抑えることができる。
【０１２７】
　また、ピーラ磁場領域４４、リジェネレータ磁場領域４５をそれぞれ１箇所ずつ配置し
、ピーラ磁場領域４４は、主磁場２が径方向外周側に向けて弱まる磁場勾配を有する第１
擾乱磁場領域とし、リジェネレータ磁場領域４５は、主磁場２が径方向外周側に向けて強
まる磁場勾配を有する第２擾乱磁場領域とすることにより、高周波キッカ７０によるキッ
クでこれらの擾乱磁場領域にまで到達したビームは、さらに大きくキックされてセプタム
電磁石４３の入口に入り、やがて加速器外へと取出される。
【０１２８】
　更に、ピーラ磁場領域４４、リジェネレータ磁場領域４５を、磁性体よりなる磁場勾配
用シム３６と磁場補正用シム３７のみにより形成し、上流側コイル３４と下流側コイル３
５を省略すれば、熱負荷や電源コストを抑制することができる、との効果が得られる。ま
た、特に磁場補正用シム３７によって、ピーラ磁場領域４４、リジェネレータ磁場領域４
５からの漏洩磁場が抑制されるため、ビームは、取出しエネルギーに達する前に軌道が乱
されにくくなり、ビームをより安定に加速することができる。
【０１２９】
　また、ピーラ磁場領域４４、リジェネレータ磁場領域４５の形成に、磁性体に加えて、
上流側コイル３４と下流側コイル３５も用うるとすれば、ビームの効率的な取出しに向け
た第１および第２擾乱磁場領域の磁場強度調整が可能となる。
【０１３０】
　また、高周波キッカ７０には、取出し高周波として、取出したいエネルギーのビームの
軌道面内、かつビームの軌道と直交する方向のベータトロン振動振幅を増大させる高周波
を印加する。取出し高周波の電圧振幅、位相、周波数、印加時間のうち少なくともいずれ
か一つ以上を制御して、ビーム出射電流を制御することができる。
【０１３１】
　更に、加速高周波印加装置による加速高周波の印加タイミング、高周波キッカ７０によ
る取出し高周波の印加タイミングを制御する演算装置９１を更に備え、演算装置９１は、
ビームを所望のエネルギーまで加速したのちに加速高周波の遮断を開始し、その後取出し
高周波の印加を開始し、ビームの取出しが始まる前にセプタム電磁石４３、４３Ａ、４３
Ｂのセプタムコイルに励磁電流を通電し、取出し高周波の印加を終えた後にセプタムコイ
ルの励磁電流を遮断する。
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【０１３２】
　例えば、高周波キッカ７０への取出し高周波印加を任意のタイミングで停止することで
、ピーラ磁場領域４４とリジェネレータ磁場領域４５とにビームが到達しなくなり、ビー
ムの円形加速器３９から出射の中断ができるようになる。
【０１３３】
　また、高周波キッカ７０に印加を再開することで、周回電荷が残存していれば再びビー
ムを入射・捕獲・加速することなしにビームの出射の再開もできる。
【０１３４】
　また、高周波キッカ７０に印加する取出し高周波の電圧振幅を適切に制御することで、
ビームの安定性に影響する要因を吸収し、ビーム電流の時間変動が少ない安定したビーム
を出射することができる。
【０１３５】
　すなわち、取出し高周波により、１加速周期ごとの出射ビーム電荷を高精度に制御でき
るため、スキャニングに適した線量制御が可能となる。また、周回電荷を余すことなく取
り出せ、かつエネルギー変更に散乱体も必要ないことから線量率が増加し、照射時間を短
くでき、粒子線治療システムの患者スループットを向上させることができる。
【０１３６】
　また、演算装置９１は、更に、取出し高周波の印加開始後、かつビームが擾乱磁場領域
に到達する前に、取出し高周波の電場を弱めることにより、ビーム出射までの時間を短縮
できる。
【符号の説明】
【０１３７】
１…ラスト１ターンの軌道
２…主磁場
３…内周側シム
４…外周側シム
５…内周側セプタムコイル導体
６…外周側セプタムコイル導体
７…コイル導体接続部
８…コイル口出し部
１０…両極性電源
１１…加速間隙
１２…ディー電極
１３…ダミーディー電極
１４…内導体
１５…外導体
２０…入力カプラ
２１…ピックアップループ
２２…カソード抵抗
２３…プレートＤＣ電源
２４Ａ、２４Ｂ…三極管
２５…加速高周波電源
２６…プレートＤＣ電源
３０…回転コンデンサ
３１…モータ
３２…固定電極
３３…回転電極
３４…上流側コイル（擾乱磁場領域形成部、擾乱磁場形成用コイル）
３５…下流側コイル（擾乱磁場領域形成部、擾乱磁場形成用コイル）
３６…磁場勾配用シム（擾乱磁場領域形成部、磁極片）



(18) JP 2020-38797 A 2020.3.12

10

20

30

３７…磁場補正用シム（擾乱磁場領域形成部、磁極片）
３８…主磁極
３９…円形加速器
４０…主電磁石
４１…リターンヨーク
４２…主コイル
４３、４３Ａ、４３Ｂ…セプタム電磁石
４４…ピーラ磁場領域（第１擾乱磁場領域）
４５…リジェネレータ磁場領域（第２擾乱磁場領域）
４７…高エネルギービーム輸送系
７０…高周波キッカ（取出し高周波印加装置）
７１…接地電極
７１Ａ、７２Ａ…ビーム通過口
７２…高圧電極
７３…突起部
８０…最大出射エネルギー軌道
８１…最小出射エネルギー軌道
８２…ビーム出射経路入口
８６…高周波キッカ電源
８７…上流側コイル電源
８８…下流側コイル電源
８９…グリッドバイアス電源
９０…角度検出機構
９１…演算装置
９２…原発振器
９３…スイッチ
９４…前段増幅器
９５…ビームモニタ
１００…上側シム
１０１…下側シム
１９０…回転ガントリ
１９１…制御装置
１９２…照射装置
２００…患者
２０１…治療台
３００…粒子線治療システム
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